
宗
教
統
制
法
の
意
義
及
び
限
界

田

上

穣

治

と
こ
で
宗
教
統
制
法
と
稽
す
る
の
は
主
と
し
て
昭
和
十
四
年
の
宗
教
圏
瞳
法
を
意
味
す
る
。
宗
教
に
闘
す
る
法
規
は
明
治
十
七
年
太

政
官
布
達
第
十
九
披
(
蹄
繍
即
時
間
哨
一
額
一
側
側
進
)
以
来
神
道
各
派
及
び
働
教
各
宗
に
闘
す
る
も
の
多
く
、
こ
れ
も
一
一
檀
の
宗
教
統
制
で
あ
る
が

そ
の
他
の
一
般
宗
教
の
宣
布
に
つ
い
て
は
明
治
三
十
二
年
内
務
省
令
第
四
十
一
蹴
品
輸
一
謙
一
J

誠
一
得
腕
魁
)
に
よ
る
警
察
上
の
取
締
の
外
に

は
格
別
の
規
定
た
く
‘
売
だ
紳
悌
道
の
み
従
来
園
家
的
宗
教
と
し
て
取
扱
は
れ
明
治
ヤ
七
年
ま
で
園
の
機
関
た
る
紳
悌
教
事
職
が
宣
布

に
営
っ
た
沿
革
に
基
づ
き
政
教
分
離
の
後
も
特
別
の
保
護
と
監
替
を
加
へ
て
来
た
の
に
過
ぎ
な
い
。
右
の
太
政
官
布
達
に
は
「
自
今
紳

悌
教
導
職
ヲ
麿
シ
寺
院
ノ
住
職
ヲ
任
免
シ
及
教
師
ノ
等
級
ヲ
進
退
ス
ル
コ
ト
ハ
総
テ
各
管
長
一
一
委
任
シ
」
と
あ
っ
て
恰
も
将
来
引
績
き

住
職
の
任
免
そ
の
他
が
園
家
的
事
務
た
る
か
の
如
き
字
何
を
用
ゐ
、
判
例
も
こ
れ
を
行
政
事
務
の
一
部
に
属
す
る
も
の
と
し
て
ね
る
が

(
鱗
諜
…
一
選
一
一
諮
問
刑
判
)
.
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
と
し
て
も
従
来
の
紳
道
悌
教
が
園
家
に
劃
し
て
特
別
擢
カ
闘
係
に
立
つ
こ
と
は
専
ら
そ
の
固

有
の
歴
史
に
由
来
す
る
。
し
か
も
.
か
か
る
統
制
が
宗
教
圏
健
法
に
比
し
て
不
完
全
た
り
し
と
と
は
.
新
法
施
行
の
際
現
に
存
す
る
教

宗
教
統
制
法
の
意
義
及
び
限
界

(
同
上
〉

大A
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妖
宗
派
が
新
法
に
よ
る
非
法
人
数
減
又
は
宗
祇
と
看
倣
さ
れ
、
寺
院
澗
宇
が
新
法
に
よ
る
法
人
た
る
寺
院
叉
は
教
舎
と
看
倣
さ
れ
る
に

法
拳
研
究

繁
一
五
弦

一
九
四

拘
は
ら
ず
、
前
の
場
合
は
一
年
以
内
に
教
規
又
は
宗
制
を
後
の
場
合
伐
二
年
以
内
に
寺
院
規
則
又
は
歌
合
規
則
を
定
め
て
認
可
を
受
け

た
け
れ
ば
師
得
権
を
失
ふ
も
の
を
規
定
さ
れ
(
一
一
一
一
一
一
僻
)
‘
貫
際
に
新
法
貫
施
後
今
年
に
し
て
僅
か
に
数
個
の
宗
祇
が
そ
の
認
可
を
受
け
た

の
に
過
ぎ
た
い
事
情
に
徴
す
れ
ば
明
か
で
あ
る
。

我
が
政
府
が
一
般
宗
教
の
統
制
に
闘
す
る
立
法
を
計
重
し
た
の
は
明
治
三
十
二
年
の
法
案
提
出
に
始
ま
る
。
経
構
統
制
が
高
度
費
本

主
義
経
梼
の
時
代
殊
に
昭
和
六
年
の
重
要
産
業
統
制
法
の
頃
か
ら
額
著
と
た
づ
た
の
と
異
り
、
思
想
界
及
び
風
教
の
混
蹴
が
明
治
時
代

に
於
い
て
既
に
宗
教
の
統
制
を
園
策
の
問
題
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
最
-
初
の
法
案
は
貴
族
院
で
否
決
さ
れ
、
昭
和
二
年

及
び
昭
和
四
年
の
法
案
は
審
議
未
了
と
し
て
葬
ら
れ
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
紳
誼
及
び
悌
教
と
基
督
教
を
劃
一
的
に
規
定
し
た
震
に
悌

教
側
が
反
封
し
た
こ
と
‘
神
社
と
宗
教
の
閥
係
、
宗
教
統
制
が
憲
法
の
保
障
に
矛
盾
す
る
虞
あ
る
こ
と
等
が
皐
げ
ら
れ
る
。
新
法
が
第

(
註
)

四
同
の
法
案
と
し
て
成
立
し
た
の
は
、
立
案
に
嘗
り
、
政
府
の
多
年
の
慎
重
た
る
用
意
が
あ
っ
た
と
は
い
て
戟
時
園
防
園
家
に
於
い

て
経
時
間
統
制
に
闘
す
る
園
家
組
動
員
法
と
相
並
ん
で
園
民
精
神
総
動
員
の
盟
制
に
臆
ず
る
宗
教
統
制
が
強
く
要
請
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る

は
疑
を
容
れ
た
い
。
宗
教
統
制
に
封
し
て
信
教
の
自
由
が
主
張
さ
れ
る
と
と
は
経
棒
統
制
に
関
す
る
所
有
権
不
可
侵
の
要
求
と
類
似
す

る
が
、
e

組
動
員
樫
制
は
か
か
る
憲
法
論
あ
る
に
拘
は
ら
ず
統
制
立
法
を
貫
現
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
と
と
に
先
づ
経
爵
統
制
法
と
比
較

ナ
る
こ
と
に
よ
り
宗
教
統
制
法
の
法
的
性
格
を
明
か
に
し
よ
う
。

(

註

)

昭
和
二
年
の
宗
教
法
案
が
百
品
閣
僚
、
昭
和
四
年
の
宗
教
問
隆
法
案
、
が
九
十
九
僚
な
る
に
比
し
て
新
法
は
三
十
七
僚
と
な
ヲ
た
。
殊
に
教
師
の

委
格
に
閥
ナ
る
規
定
を
宗
教
圏
慢
の
自
主
的
規
定
に
譲
づ
て
ゐ
る
。
叉
第
三
同
法
案
か
ら
宗
教
国
償
法
の
名
穏
を
用
ゐ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
宗
教



そ
A
U

も
の

(
g口H
S

目
白
同
開
門
口
日
開
口
口

Hggo〉
を
規
律
せ
ず
外
部
に
表
現
ナ
る
宗
教
圏
醐
胞
の
活
動
(
窓
口
円
脚
色
巳

2
ロ
与
を
規
律
ナ
る
趣
旨
を
示
ナ
。

宗
教
統
制
を
虞
義
に
解
す
る
と
き
は
法
に
よ
り
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
信
教
の
自
由
に
基
づ
く
行
動

が
臣
民
た
る
義
務
に
背
き
或
は
安
寧
秩
序
を
坊
げ
る
と
き
鼓
動
す
る
泊
極
的
監
督
の
他
‘
宗
教
圏
岨
胞
の
健
全
た
る
活
動
を
助
長
す
る
矯

の
保
護
監
替
及
び
園
家
の
計
叢
指
導
の
下
に
宗
教
活
動
を
服
せ
し
む
る
統
制
を
含
む
。

第
一
に
宗
教
の
消
極
的
監
督
は
明
治
三
十
二
年
内
務
省
令
第
四
十
一
蹴
に
よ
る
布
教
者
の
届
出
義
務
及
び
堂
宇
・
舎
堂
等
の
設
立
に

闘
す
る
許
可
擢
の
留
保
、
或
は
刑
法
(
ぶ
)
警
察
犯
庭
罰
令
(
拡
佐
官
ト
蜘
)
の
如
く
夙
に
認
め
ら
れ
、
憲
法
第
二
十
八
僚
の
明
文
に
根
擦
を
も

ハ
ノ
。
右
の
省
令
の
規
定
が
警
察
監
替
の
規
定
で
あ
る
か
否
か
は
一
醸
問
題
で
あ
る
が
、
職
樺
命
令
の
性
質
上
警
察
目
的
に
制
約
さ
る
べ

く
‘
又
堂
宇
舎
堂
等
の
設
立
の
許
可
が
主
と
し
て
一
般
の
建
築
若
く
は
集
合
警
察
に
基
づ
く
も
の
で
宗
教
の
教
義
或
は
そ
の
宣
布
を
禁

止
す
る
目
的
で
た
い
と
と
は
、
後
述
す
る
如
く
憲
法
に
所
謂
臣
民
の
義
務
(
拡
八
)
が
信
教
の
自
由
を
直
接
制
限
す
る
魚
の
法
令
を
遵
守

す
べ
き
義
務
を
含
ま
ざ
る
と
と
か
ら
明
か
で
あ
る
。
宗
教
警
察
が
宗
教
統
制
の
初
期
の
形
態
な
る
こ
と
は
恰
も
災
厄
の
課
防
・
衛
生
交

通
の
震
等
に
護
動
す
る
経
梼
警
察
が
経
捷
生
活
に
劃
す
る
初
期
の
取
締
た
る
に
同
じ
。
経
構
法
に
闘
す
る
初
期
の
撃
設
と
し
て
シ
ェ
レ

l
Jア
ル
は
不
可
侵
の
経
静
的
基
本
樺
の
傍
に
協
同
膿
利
益
の
捨
営
者
た
る
園
家
が
経
樟
に
干
渉
す
る
若
干
の
擢
能
を
認
む
べ
き
も
の
と

し
.
個
人
の
幅
一
世
と
金
躍
の
踊
祉
を
調
和
せ
し
む
る
法
秩
序
の
使
命
に
経
構
法
の
基
礎
を
求
め
た
(
山
岳
片
暗
記
刊
誌

1
5
5
5
)。
と

の
時
代
の
経
商
法
が
経
時
間
的
自
由
・
所
有
擢
・
相
積
楼
・
最
低
生
活
費
等
に
闘
す
る
基
本
楼
の
規
定
に
そ
の
原
理
を
お
き
.
個
人
主
義

ム
」
圏
睦
主
義
の
封
立
を
前
提
と
す
る
の
と
同
げ
メ
¥
従
来
の
宗
教
の
取
締
は
信
散
の
自
由
を
前
提
と
し
.
例
外
の
場
合
に
消
極
的
監
督

を
加
へ
る
に
止
ま
っ
た
。
宗
教
警
察
は
そ
の
根
嬢
目
的
に
於
い
て
一
般
の
警
察
櫨
に
よ
る
場
合
例
へ
ば
出
版
法
・
治
安
警
察
法
に
よ
る

宗
教
統
制
法
の
意
義
及
び
限
界

(
図
上
U

一
九
五



第
五
務

宗
教
的
出
版
若
く
は
集
合
結
祉
の
取
締
と
同
様
で
あ
り
.
し
か
も
従
来
は
宗
教
行
政
麗
た
る
文
部
省
で
は
た
く
内
務
省
の
所
管
で
あ
っ

東
京
商
科
大
挙
研
究
年
報

法
問
申
研
究

一
九
六

た
経
構
統
制
を
巌
密
に
解
す
る
と
き
は
‘
園
家
と
枇
舎
を
一
臆
匡
別

L
て
園
家
の
立
案
せ
る
計
童
に
よ
ら
ず
共
同
社
舎
の
利
益
を
代
表

ナ
る
園
家
が
た
す
調
整
(
同
日
町
一
法
制
点
。
回
見
守
刊
h
r
H
J目・
4
J
J
E
E
r
n
F
Z
E
g
y
)
又
は
粧
梼
の
法
則
に
則
し
た
法
の
規
律
(
門
戸
山
寸

u

目
指
日
誌
v
d
J
民
日
刊
誌
寸
J
札
口
出
向

Z
H
E
M
S
)
で
あ
り
.
或
は
経
慣
の
政
治
化

q
c
H
E丘
町
叶

5
m〉
す
た
は
ち
経
梼
に
劃
す
る
政
治
叉
は

を
前
提
と
し
.
園
家
は
草
友
る
監
督
者
で
た
く
統
制
者

(
F
g
Z吋
〉
と
し
て
政
治
的
必

要
に
基
づ
き
私
経
静
的
活
動
に
干
渉
を
加
へ
る
こ
と
で
あ
る
(
M
M
諮
問
寸
時
ら
如
何
品
目
訓
話
一
・
6
1
U
1
d
l
p
p
)
。
勿
論
統
制
の
意
義
に
開

(り

σ
2
0己
13β
口
m
w
H
M

ユB
E
)

園
家
の
優
越

す
る
右
の
雨
者
は
直
別
さ
る
べ
く
、
我
が
茎
要
産
業
統
制
法
が
「
首
該
産
業
ノ
公
正
ナ
ル
利
益
ヲ
保
護
シ
園
民
経
横
ノ
健
全
ナ
ル
護
達

ヲ
圃
ル
魚
」
と
規
定
す
る
の
は
(
拡
)
前
者
を
意
味
す
る
如
く
.
又
国
家
綿
動
員
法
が
「
鞍
時
一
一
際
シ
園
防
目
的
達
成
ノ
潟
」
と
規
定
す

る
の
は
(
ト
)
と
の
統
制
が
園
家
目
的

(gggN440ロ

ε
の
作
用
で
社
舎
目
的

2
S
E
N
d
2口
付
〉
の
作
用
に
非
ざ
る
と
と
を
強
調
す
る

か
ら
後
者
に
属
ナ
る
。

右
の
如
き
統
制
が
一
般
の
宗
教
に
加
へ
ら
れ
た
の
は
宗
教
圏
憧
法
を
以
て
最
初
と
す
る
。
国
よ
り
憲
法
第
二
十
八
僚
は
安
寧
秩
序
の

維
持
の
他
に
臣
民
た
る
義
務
を
以
て
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
か
ら
、
そ
の
限
度
で
警
察
監
督
以
上
の
監
督
が
従
来
も
認
め
ら
れ
た
が

そ
れ
は
信
教
の
自
由
を
直
接
制
限
す
る
震
の
法
令
に
謹
白
す
る
義
務
を
含
ま
た
い
。
蓋
し
自
由
樺
に
闘
す
る
憲
法
の
規
定
が
一
般
に
法

律
の
留
保
を
示
す
(
昨
ニ
一
信
事
)
の
に
反
し
て
、
本
僚
に
は
法
律
の
留
保
た
く
直
接
こ
の
自
由
の
限
界
が
規
定
さ
れ
る
か
ら
.
本
僚
は
立

法
構
の
制
約
を
含
む
も
の
と
解
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
と
と
に
臣
民
た
る
の
義
務
段
、
皇
室
及
び
閤
家
に
忠
順
た
る
義
務
‘



紳
宮
山
陵
そ
の
他
の
紳
祉
に
封
し
不
敬
に
互
ら
ざ
る
義
務
、
兵
役
納
視
の
義
務
の
如
き
を
指
し
.
宗
教
の
取
締
以
外
の
目
的
を
以
て
定

め
ら
れ
る
法
律
で
た
く
信
教
の
自
由
の
制
限
を
直
接
の
目
的
と
す
る
法
令
は
憲
法
の
‘
保
障
を
無
意
味
た
ら
し
む
る
も
の
と
し
て
否
定
さ

れ
る
。
か
か
る
制
限
は
刑
法
(
枇
靭
)
兵
役
法
各
種
の
税
法
等
の
結
果
に
他
な
ら
ず
、
特
に
宗
教
法
と
稽
す
べ
き
規
定
は
な
か
っ
た
。
然

る
に
宗
教
圏
韓
法
は
宗
教
的
結
祉
に
限
っ
て
遍
用
さ
る
べ
き
も
の
で
、

宗
教
的
結
枇
の
自
由
(
吋
己
符
3
8
K
H
a
o江
主
同

0
5吟
包
宮
山
仲
〉

を
前
提
と
す
る
従
来
の
監
督
と
趣
を
異
に
す
る
の
み
た
ら
ず
‘
そ
の
内
容
に
於
い
て
も
健
全
た
る
宗
教
圏
躍
に
特
別
の
保
護
及
び
監
督

を
加
へ
て
護
達
せ
し
め
、
そ
の
敦
化
機
能
の
増
進
を
圃
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
か
ら
(
肱
鵠
一
号
、
そ
の
限
度
で
は
経
構
に
於
け
る
自
主

的
統
制
と
軌
を
一
に
す
べ
く
、
更
に
後
述
す
る
如
く
宗
教
圏
睡
の
認
可
に
闘
す
る
文
部
省
の
裁
量
は
個
人
の
救
極
或
は
超
園
家
的
理
想

を
有
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
宗
教
を
園
策
の
線
に
協
力
せ
し
む
る
意
圃
を
含
む
も
の
の
如
く
思
は
れ
る
か
ら
‘
国
家
目
的
の
震
に
す
る
宗

教
統
制
も
こ
こ
に
問
題
と
た
る
。

宗
教
圏
韓
法
に
よ
る
宗
教
統
制
の
意
義
を
明
か
に
す
る
に
は
、
そ
の
宗
教
法
的
原
理
が

ω依
然
と
し
て
信
教
の
自
由
に
あ
り
や
.

的
宗
教
の
本
質
に
則
し
た
る
法
に
あ
り
や
‘
或
は

ω園
家
に
よ
る
宗
教
圏
櫨
の
計
霊
指
導
に
あ
り
や
を
論
じ
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ーー

宗
教
的
結
祉
の
自
由
は
宗
教
的
結
社
に
劃
し
て
一
般
の
結
枇
に
封
す
る
以
上
に
特
別
の
取
締
を
加
へ
ざ
る
こ
と
を
意
味
す
る
(
匙
尚
一

4
2間
同
可
】
耐
口
出
向
。
ン

o

H
喧
】
叫
-
∞
・
]
戸
申

4

L

宗
教
関
種
法
は
宗
教
的
結
祉
を
宗
教
国
躍
と
宗
教
結
吐
に
分
け
‘
前
者
は
認
可
に
よ
ク
て
設
立
さ
れ
圏
家
に
劃
し
て

特
別
の
保
護
を
受
け
特
別
監
督
関
係
に
服
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
る
。
然
る
に
自
由
櫨
に
関
す
る
憲
法
の
規
定
は
か
か
る
特
別
擢
カ
閥

宗
教
統
制
法
の
意
義
及
び
限
界

(
田
上
)

一
九
七
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五
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恥

ブL
八、

係
に
は
一
般
に
遁
用
さ
れ
た
い
か
ら
、
問
題
は
第
一
に
宗
教
圏
憧
と
宗
教
結
祉
の
聞
に
謹
揮
の
自
由
あ
り
や
否
、
第
二
に
宗
教
結
社
に

づ
き
信
教
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
や
寄
に
あ
る
。

第
一
に
新
法
は
そ
の
施
行
前
教
舎
所
・
堂
宇
・
舎
堂
等
と
し
て
設
立
の
許
可
を
受
け
た
も
の
を
、
新
法
に
よ
り
設
立
を
認
可
さ
れ
た

非
法
人
数
舎
と
看
倣
す
か
ら
(
紅
一
ュ
)
、
明
治
三
十
二
年
内
務
省
令
第
四
十
一
一
読
に
よ
り
許
可
さ
れ
た
教
舎
は
首
然
に
宗
教
圏
睡
と
し
て
特

別
監
督
に
服
す
べ
く
‘
届
出
に
よ
り
宗
教
結
吐
た
る
自
由
は
な
い
。
固
よ
り
紳
道
悌
教
の
圏
瞳
に
つ
い
て
も
同
様
の
規
定
(
一
一
一
一
一
慨
)
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
従
来
自
由
意
思
に
よ
う
て
服
し
た
特
別
監
督
闘
係
の
存
績
を
認
む
る
に
止
ま
る
の
に
反
し
て
‘
そ
の
他
の
宗
教
的
結
社

に
づ
い
て
は
新
に
か
か
る
関
係
の
成
立
を
認
む
る
根
操
た
く
‘
従
来
の
許
可
は
警
察
許
可
に
他
た
ら
な
い
。
た
だ
宗
教
圏
煙
た
る
を
欲

せ
ざ
る
教
舎
は
新
法
施
行
後
二
年
間
教
曾
規
則
を
定
め
ざ
る
こ
と
に
よ
り
結
祉
の
届
出
を
魚
し
得
る
こ
と
と
た
る
。

新
法
は
宗
教
圏
瞳
が
設
立
の
認
可
を
取
泊
さ
れ
る
と
き
は
解
散
す
る
旨
を
規
定
す
る
(
4
側
一
)
。
然
る
に
宗
教
圏
僅
は
必
ず
し
も
法
人

で
た
い
か
ら
、
そ
の
解
散
は
法
人
格
の
消
滅
の
み
た
ら
ず
結
世
禁
止
(
削
減
憐
察
)
と
同
じ
く
事
貫
上
の
結
合
の
解
泊
を
も
意
味
す
る
や
う

に
見
え
る
。
勿
論
宗
教
圏
瞳
又
は
そ
の
教
師
の
宗
教
的
行
魚
が
安
寧
秩
序
を
妨
げ
又
は
臣
民
た
る
の
義
務
に
背
く
と
き
、
認
可
の
取
泊

に
よ
っ
て
解
散
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
は
(
4
想
。
治
安
警
察
法
に
よ
る
・
一
般
的
取
締
以
上
の
監
督
で
は
た
い
か
ら
憲
法
の
保
障
に
反
し
た

ぃ
。
け
れ
ど
も
堂
宇
又
は
曾
堂
の
誠
失
後
五
年
内
に
そ
の
施
設
を
な
さ
ず
或
は
住
職
若
く
は
教
合
主
管
者
及
び
そ
の
代
務
者
を
依
く
こ

と
二
年
以
上
に
及
ぶ
と
き
認
可
を
取
泊
さ
れ
て
結
祉
と
し
て
の
存
在
を
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
(
ト
一
)
に
つ
い
て
は
疑
が
あ
る
。
堂
宇
又

は
曾
堂
が
寺
院
叉
は
教
舎
に
必
要
た
る
こ
と
は
明
治
十
五
年
内
務
省
達
(
加
蜘
)
以
来
の
制
度
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
紳
道
悌
教
に
限
ら
れ

し
か
も
物
的
設
備
は
必
ず
し
も
宗
教
的
結
祉
の
本
質
で
は
た
く
、
叉
住
職
そ
の
他
の
機
関
は
取
締
の
必
要
上
宗
教
圏
躍
に
設
置
の
義
務



あ
る
に
遁
ぎ
ず
、
届
出
に
よ
る
宗
教
結
吐
が
代
表
者
を
快
く
に
至
る
と
き
常
然
に
解
散
の
理
由
あ
り
と
は
解
さ
れ
た
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
は
‘
新
法
が
認
可
に
よ
づ
て
設
立
さ
れ
る
宗
教
圏
瞳
に
法
人
格
た
き
場
合
を
認
め
た
こ
と
に
あ
る
。
後
述
す
る
如
く
濁

逸
で
は
教
舎
に
公
法
人
又
は
私
法
人
た
る
相
場
合
と
宗
教
結
社
た
る
場
合
を
直
別
す
る
に
止
ま
り
、
非
法
人
の
宗
教
圏
躍
に
相
官
す
る
宗

致
結
社
(
知
己
仲
間
山
。
口
出
向
2
0同日出口
E
F
g
o
v
g
関

2
匂。
E
F岩
田
吋
間
口
げ
計
四
〉
は
新
法
の
宗
教
結
社
と
同
じ
く
設
立
が
自
由
で
あ
る
。
然
る

に
新
法
は
届
出
に
よ
る
宗
教
結
祉
の
制
度
を
新
興
若
く
は
所
謂
類
似
宗
教
圏
閣
の
規
定
と
し
て
神
道
悌
教
及
び
基
替
数
(
同
樹
齢
訓
郡
日
日

食
)
の
圏
瞳
が
一
臆
宗
教
圏
櫨
た
る
べ
き
こ
と
を
諌
想
し
‘
し
か
も
法
人
格
の
付
輿
に
よ
る
免
税
特
擢
そ
の
他
の
保
護
は
こ
れ
を
特
に
欲

せ
ざ
る
圏
鰹
に
認
め
る
理
由
が
た
い
か
ら
、
こ
こ
に
法
人
格
た
き
宗
教
圏
盟
の
制
度
が
生
じ
.
と
れ
と
宗
教
結
枇
と
は
宗
教
の
貴
質
を

異
に
す
る
も
の
と
し
て
雨
者
の
濯
揮
の
自
由
に
づ
き
格
別
の
考
慮
を
梯
は
た
か
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
か
く
て
ギ
l

ル
ケ
が
機
関
人

格

(
O円
m
M
H

ロ
HU2与口日目白日
MHa立
)

に
う
き
認
め
た
や
う
に
(
日
向
日
目
J
M
M吋
m

一
m
l目
的
吋

d
l
)

非
法
人
の
宗
教
圏
瞳
た
る
不
完
全
た
相
封
的
人
格

を
認
む
ベ
く
、
設
立
認
可
@
取
泊
に
よ
る
解
散
は
こ
の
相
針
的
人
格
の
泊
誠
を
意
味
す
る
も
の
と
い
は
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
従
タ
て
と

の
場
合
に
も
結
社
と
し
て
の
事
貫
的
結
合
は
必
ず
し
も
禁
止
さ
れ
ず
、
解
散
後
改
め
て
結
祉
の
届
出
を
潟
し
得
る
も
の
と
考
へ
る
。

第
二
に
新
法
は
宗
教
結
祉
に
届
出
義
務
を
課
す
る
が
(
本
一
一
一
)
、
既
に
治
安
警
察
法
が
公
事
結
.
祉
に
づ
き
命
令
を
以
て
こ
れ
を
課
し
得
べ

き
も
の
と
規
定
す
る
か
ら
(
態
、

一
般
法
の
議
想
せ
ざ
る
新
な
る
義
務
で
は
た
い
。

失
に
宗
教
結
祉
の
監
督
に
づ
き
新
法
は
宗
教
圏
瞳
の
監
替
の
規
定
を
準
用
し

(K3.
そ
の
結
果
宗
教
結
祉
の
機
関
の
職
に
あ
る
者
が

法
令
又
は
結
吐
規
則
に
違
反
し
そ
の
他
公
益
を
害
す
べ
き
行
震
を
た
す
と
き
は
、
主
務
官
臆
が
こ
れ
を
取
泊
し
停
止
し
若
く
は
禁
止
し

又
は
機
関
の
職
に
あ
る
者
の
改
任
を
命
ず
る
と
と
が
出
来
る
(
ト
七
)
。
そ
れ
は
宗
教
結
世
又
は
そ
の
布
教
者
の
行
ふ
宗
教
教
義
の
宣
布
そ

宗
教
統
制
法
の
意
義
及
び
限
界

(
田
上
)

一
九
九



東
京
商
科
大
挙
研
究
年
報

法
察
研
究

第
五
波

二

O
O

の
他
の
宗
教
的
行
震
が
公
安
を
害
し
又
は
臣
民
の
義
務
に
背
く
場
合
の
監
督
(
ト
六
)
と
直
叫
さ
れ
る
か
ら
.
憲
法
第
二
十
八
僚
の
認
む

る
制
限
以
外
の
監
督
の
如
く
見
え
る
。
故
に
置
密
た
る
意
味
の
宗
教
行
震
の
監
督
は
新
法
第
十
六
僚
に
限
ら
れ
、
第
十
七
僚
の
規
定
は

宗
教
結
一
位
又
は
そ
の
布
教
者
の
行
ふ
宗
教
行
魚
以
外
の
行
震
を
取
締
る
も
の
と
解
す
べ
く
、
所
謂
法
令
違
反
は
宗
教
の
取
締
と
は
滴
立

の
，
一
般
的
見
地
よ
り
定
め
ら
れ
た
一
般
法
(
色
m
m
E
Zロ
σ
の
2
2
8
)
の
違
反
で
あ
り
、
公
益
を
筈
ナ
ベ
き
行
震
と
は
宗
教
行
魚
以
外

の
行
震
が
安
寧
秩
序
を
妨
げ
る
場
合
す
た
は
ち
鵬
首
察
違
反
を
指
す
も
の
と
し
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
結
枇
規
則
の
違
反
は
公
共
の
秩

串
と
閥
係
た
き
私
法
上
の
問
題
に
過
ぎ
ず

a
p
b
m咋
問
F
J
r
k
m
1
J
H
J
J同

h
h
U
E
P
巴
ω
C
M

由・
0
8
)
、

と
れ
を
以
て
監
督
櫨
の
護
動
を
理
由
づ

け
る
こ
と
は
出
来
た
い
。一一一

信
教
の
自
由
が
主
と
し
て
宗
教
結
祉
に
つ
き
論
ぜ
ら
れ
る
の
に
反
し
て
.
新
法
の
重
酢
闘
が
宗
教
園
曹
の
認
可
及
び
保
護
に
あ
る
は
疑

を
容
れ
た
い
。
法
律
の
認
む
る
包
括
的
宗
教
圏
憧
に
は
紳
遣
の
数
沃
、
悌
教
の
宗
教
の
他
に
教
圏
が
あ
り

督
教
に
限
ら
れ
な
い
が
、
法
案
の
起
草
に
参
幸
一
し
た
宗
教
制
度
調
査
舎
に
は
紳
悌
基
の
一
一
一
宗
教
の
み
が
代
表
さ
れ
て
ゐ
た
事
貫
に
後
し

へ
註
)

て
も
、
立
法
の
趣
旨
が
と
れ
等
の
宗
教
圏
瞳
の
保
護
監
督
に
あ
る
は
明
か
で
、
と
れ
等
の
圏
髄
相
互
間
の
卒
等

2
9
1芯
乙
が
認
め
ら

ト
)
.
教
屈
は
必
ず
し
も
基

れ
同
時
に
厳
密
た
る
意
味
の
政
教
分
離
主
義
(
由
主

E
E目
。
口
合
己
ω
E
U
o
Z
含
て
盟
主
)
が
否
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
恰
も
グ
ェ
ス

干
フ

T

l
レ
ン
係
約
以
後
濁
逸
帝
国
内
で
公
認
さ
れ
た
ロ

I
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
沃
・
ル
l
テ
ル
祇
及
び
カ
ル
グ
ィ
ン
沃
が
前
世
紀
後
今
に

至
り
宗
教
的
結
祉
の
自
由
が
確
立
し
た
後
も
特
模
的
地
位
を
承
認
さ
れ
た
の
と
類
似
す
る
。



(

詮

)

昭
和
十
四
年
一
月
の
文
部
省
調
査
に
よ
れ
ば
、
係
数
五
十
六
宗
波
、
神
道
十
三
歎
汲
が
あ
り
慕
督
教
は
数
図
と
し
て
公
認
さ
れ
た
も
の
は
な

い
が
致
合
一
一
一

O
四
、
信
徒
三
二
五
、
三

O
七
で
あ
る
。

宗
教
圏
瞳
殊
に
基
督
教
に
封
ず
る
園
家
の
監
替
擢
を
宗
教
高
擢
(
百
円
口

r
g
F
C
Z
F
吉
田
口
町

g
E
2
hむ
と
い
び
、

宗
教
圏
瞳
が

そ
の
所
属
教
師
及
び
信
徒
に
劃
す
る
権
利
を
教
権
(
同
町
d
p
g
m
m
4
2
F
門
戸
田
吉
田
P
Rる
と
い
ふ
(
持
巧
品
川
一
一
つ
吋
w
h
h
d
m
d
q
)。
宗
教

高
樺
は
更
に
宗
教
矯
正
樺
(
剛
山
由
同
2
5
E
2
5
5口
Ew
吉
田
吋
民
2HHSロ
門
出
)
す
た
は
ち
領
土
内
に
或
る
宗
教
圏
樫
を
許
す
べ
き
や
否
及

び
そ
の
法
律
上
の
地
位
を
定
む
る
権
利
と
‘
存
立
を
許
し
た
る
宗
教
圏
瞳
に
封
す
る
上
級
監
督
楼
(
。

Z
2
2
h丘
町
伊
丹
湾

2
F
Y
E∞
吉
田
a

立の山

g門回目
2
4
0
E
C
に
分
れ
る
(
一
刊
誌
与
河
北
¥
均
一
史
回
目
Z
E
3
)。
と
れ
を
新
法
に
つ
い
て
見
る
に
、
す
べ
て
宗
教
圏
瞳
は
文
部
大

臣
若
く
は
地
方
長
官
の
認
可
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
叉
数
抵
宗
汲
及
び
数
圏
は
卒
壮
一
可
の
地
位
を
輿
へ
ら
れ
、
寺
院
及
び
教
曾
も
同
様
で

あ
る
(
腕
蹴
笠
間
峨
紘
一
肢
は
日
叫
一
切
(
だ
鰍
)
。
す
た
は
ち
宗
教
的
結
祉
の
自
由
に
よ
り
宗
教
矯
正
樺
は
著
し
く
制
限
さ
れ
、
宗
教
圏
韓
の
認
可
権

(
註
ご

を
意
味
す
る
の
に
止
ま
る
。
こ
の
認
可
は
特
別
の
保
護
を
奥
ふ
る
も
の
で
.
警
察
許
可
と
異
り
自
由
裁
量
の
行
震
で
あ
る
。
従
ク
て
設

立
認
可
の
取
消
に
封
し
て
は
行
政
訴
訟
が
許
さ
れ
る
が
(
位
。
)
、
認
可
の
担
否
は
争
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
。

宗
教
圏
盟
に
封
す
る
上
板
監
督
権
は
.
就
中
そ
の
教
規
・
宗
制
・
教
圏
規
則
・
寺
院
規
則
及
び
教
曾
規
則
の
制
定
若
く
は
費
更
に
封

す
る
認
可
権

q
E
N
Z
u
u
g
g
z
s
g
m苫
B
)
に
於
い
て
著
し
い
(
蕗
)
。
固
よ
り
宗
教
圏
鰹
の
規
則
は
認
可
を
経
ざ
る
も
の
も
内
部

的
に
技
力
が
あ
る
け
れ
ど
も
‘
園
家
に
釘
し
て
は
認
可
あ
る
場
合
に
限
り
穀
カ
を
も
ち
)
宗
教
圏
糟
又
は
そ
の
機
関
の
職
に
あ
る
者
が

こ
れ
に
違
反
す
る
と
き
の
み
上
級
監
督
権
が
鼓
動
す
る
(
ト
J
l

か
か
る
認
可
擢
は
濁
逸
で
は
」
八
四

O
年
以
後
概
ね
慶
止
又
は
制
限

さ
れ
.
遁
常
園
民
の
私
法
関
係
に
影
響
あ
る
限
度
で
存
積
す
る
(
円
」
諒
烏
仲
間
]
出
向

N

時
)
。
新
法
の
如
b

く
規
則
の
全
般
に
互
の
ノ
て
認
可

宗
教
統
制
法
の
意
義
及
び
限
界

(
田
上
)

ニ
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樺
を
留
保
す
る
と
き
は
、
教
義
そ
の
他
の
部
分
に
つ
き
疑
問
を
生
ず
る
。
新
法
第
三
僚
に
よ
れ
ば
教
埠
・
宗
制
・
敬
圏
規
則
に
は
名
稽

事
務
所
の
所
在
地
・
公
益
事
業
の
他
次
の
事
項
を
記
載
し
た
け
れ
ば
ゑ
ら
ぬ
。

教
義
の
大
要

値
を
認
む
る
震
で
あ
る
が
、
そ
の
具
躍
的
内
容
は
公
安
を
害
せ
ず
臣
民
た
る
義
務
に
反
せ
ざ
る
限
り
何
等
の
制
限
が
な
い
。

(

1

)

 

こ
れ
は
一
般
の
法
人
に
於
け
る
目
的
に
相
官
し
、
法
律
が
宗
教
圏
健
を
保
護
す
る
所
以
は
主
と
し
て
そ
の
債

(
2〉

教
義
の
宣
布
及
び
儀
式
の
執
行
に
闘
す
る
事
項

と
れ
ば
宗
教
圏
躍
の
宗
教
的
行
震
の
範
園
を
明
か
に
し
.
治
安
警
察
法
そ

の
他
の
一
般
法
に
よ
る
監
督
を
排
斥
す
る
意
味
を
も
っ
。
そ
れ
は
宗
教
結
祉
の
規
則
に
の

J

い
て
も
同
様
で
.
そ
の
届
出
(
昨
一
一
一
)
に
よ
り

文
部
省
の
所
管
に
え
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
宗
教
圏
膿
の
た
す
集
合
に
は
治
安
警
察
法
に
よ
ら
ず
新
法
(
ト
八
)
に
よ
づ
て
貫
況
を
調
査

す
る
が
如
し
。
衣
に
教
師
の
任
発
の
規
定
(
僻
咽
噌
側
)
に
於
け
る
如
く
新
法
は
教
師
と
檀
徒
信
徒
等
を
直
別
す
る
か
ら
.
本
慌
の
宗
教
的

行
震
は
教
師
に
限
る
も
の
と
解
す
べ
く
.
従
っ
て
少
く
と
も
教
師
の
監
督
又
は
責
任
な
き
宣
教
は
許
さ
れ
た
い
。
法
律
に
「
宗
教
圏
瞳

又
ハ
教
師
ノ
行
フ
宗
教
ノ
教
義
ノ
宣
布
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
ら

D
L
J。

(

3

)

 

管
長
・
教
圏
統
理
者
共
の
他
の
機
関
の
組
織
任
免
及
び
職
務
権
限
に
闘
す
る
事
項

管
長
及
び
教
圏
統
理
者
が
世
襲
に
よ
る

か
濯
事
に
よ
る
か
等
は
宗
教
圏
樫
が
各
自
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
一
任
さ
れ
る
が
‘
殊
に
選
揮
に
よ
る
場
合
に
は
そ
の
手
績
に
う
き
詳
細

た
る
規
定
を
設
け
、
従
来
畢
問
題
と
た
れ

J

た
嗣
根
を
除
か
ん
と
し
て
ゐ
る
(
綜
糊
知
的
…
…
断

r鰐
…
)
。
管
長
及
び
教
圏
統
理
者
の
権
能
に
つ
き
法

律
は
宗
教
圏
躍
を
統
理
し
代
表
す
る
も
の
と
定
め
る
(
伽
)
。
統
理
の
語
は
外
地
官
制
(
開
鵠
誠
一
鞠
)
に
あ
る
如
く
調
任
制
の
最
高
機
関
た
る

と
と
を
示
ナ
が
、
そ
の
櫨
限
の
行
使
が
漏
裁
的
た
り
や
或
は
議
決
機
関
の
議
を
経
ベ
き
や
は
別
問
題
で
あ
る
。
従
来
も
管
長
が
宗
曾
の

議
決
を
経
て
宗
制
を
完
む
る
と
と
が
認
め
ら
れ
(
縄
駐
一
)
‘
新
法
。
下
で
も
例
へ
ば
曾
議
政
治
を
と
る
長
老
慌
の
基
督
教
舎
は
綿
曾



(
M
M
一
円
町
田
ぴ
三
白

qwm山吉凶
O

仏
、
の
叩
ロ
2
h
H
H
h
F叫

m
m
E
E
乙

の
議
決
を
以
て
統
理
者
の
樺
能
を
拘
束
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば

友
ら
ぬ
。
府
鯨
知
事
は
府
廓
を
統
轄
し
代
表
す
る
も
の
で
(
明
問
一
切
.
府
解
曾
又
は
府
牒
参
事
舎
に
劃
す
る
府
豚
知
事
の
地
位
は
統
理
の

概
念
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
。
殊
に
教
舎
の
櫨
威
を
強
調
す
る
カ
干
リ
ッ
グ
訴
と
異
り
.
教
舎
の
組
繊
が
窮
極
に
於
い
て
個
々

の
教
職
及
び
合
員
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
幅
菅
誠
に
あ
っ
て
は
(
回
一
一

h
跨
勾
呼
封
。

E)
と
の
と
と
は
極
め
て
重
大
友
意
味
を
も
っ
。

従
っ
て
例
へ
ば
教
義
或
は
規
則
の
疑
義
に
づ
き
有
権
解
轄
を
下
す
と
と
は
数
圏
組
合
の
議
決
を
粧
て
統
理
者
と
れ
を
行
ふ
も
の
と
す
る

を
得
ベ
く
.
奮
法
案
に
於
け
る
管
長
の
宗
教
争
議
決
定
権
の
規
定
は
新
法
か
ら
は
削
除
さ
れ
て
ゐ
る
。

事
務
所
の
組
繊
に
つ
い
て
も
そ
の
役
員
が
管
長
又
は
教
圏
統
理
者
の
補
助
機
関
又
は
執
行
機
関
な
る
結
果
、
す
べ
て
管
長
又
は
統
理

者
の
任
免
す
る
と
こ
ろ
で
.
叉
合
議
機
闘
は
そ
の
性
質
上
権
限
の
濁
立
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
議
決
機
関
又
は
諮
問
機
闘
た
る
べ
き
外
に

は
格
別
の
制
限
は
た
い
J

教
匿
に
於
け
る
地
方
機
闘
も
同
様
で
あ
る
が
、
外
地
或
は
外
国
に
於
け
る
教
匿
に
閥
し
て
は
疑
問
が
あ
る
。

蓋
し
宗
教
圏
睡
法
の
施
行
直
域
及
び
文
部
省
の
管
轄
匝
域
は
共
に
内
地
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
新
法
に
基
づ
き
文
部
大
臣
の
認
可
に
よ
れ

J

て
制
定
さ
れ
た
宗
制
・
教
圏
規
則
等
は
外
地
及
び
外
国
に
妓
力
た
く
‘
外
地
及
び
外
園
に
あ
る
教
舎
は
事
貫
上
特
定
の
教
圏
に
属
す
る

と
と
あ
る
に
過
ぎ
た
い
。
し
か
も
教
圏
組
合
等
に
は
こ
れ
等
の
教
直
か
ら
も
議
員
が
選
出
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
限
度
で
は
と
の
事

貫
上
の
関
係
が
法
的
性
質
を
認
め
ら
れ
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
と
の
場
合
に
若
し
外
地
或
は
外
閣
で
新
法
と
内
容
を
異
に
す
る
立
法
が
た

さ
れ
る
と
き
は
.
貴
質
上
は
皐
一
の
宗
教
圏
樫
た
る
も
の
が
法
制
上
敷
個
の
圏
瞳
に
分
裂
す
る
矛
盾
を
生
ず
る
。
文
部
省
の
要
綱
に
は

外
地
及
び
外
国
に
於
け
る
布
教
監
督
の
機
関
に
つ
き
教
規
宗
制
等
に
規
定
を
設
く
べ
き
も
の
と
あ
る
け
れ
ど
も
・
‘
そ
れ
は
地
域
的
に
無

権
限
の
事
項
で
あ
っ
て
法
的
に
無
意
味
で
あ
る
。

宗
教
統
制
法
の
意
義
及
び
限
界

(
田
上
〉

二

O
コ一
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(

4

)

 

寺
院
・
教
合
主
(
の
他
の
所
属
闇
瞳
に
闘
す
る
事
項

寺
院
及
び
教
舎
の
設
立
・
合
併
・
解
散
は
管
長
又
は
教
圏
統
理
者
の
承

認
を
経
て
地
方
長
官
の
認
可
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
(
鯨
闇
弔
慰
‘

こ
の
承
認
は
教
沃
合
議
・
宗
舎
或
は
教
圏
細
川
舎
の
議
決
を
以
て
そ
の

裁
量
を
麗
束
す
る
を
得
ベ
く
.
又
理
由
た
く
し
て
承
認
を
担
否
さ
れ
た
る
場
合
に
設
立
者
が
宗
教
圏
瞳
の
内
部
に
於
い
て
抗
告
争
訟
を

提
起
し
得
る
回
目
を
定
む
る
こ
と
は
‘
必
ず
し
も
管
長
又
は
教
圏
統
理
者
の
統
理
に
反
す
る
も
の
で
た
い
。
但
し
こ
の
種
の
争
訟
の
裁
判

権
が
教
圏
綿
舎
等
に
あ
り
と
す
る
こ
と
は
‘
そ
の
裁
判
が
管
長
・
教
圏
統
理
者
の
承
認
に
代
は
る
故
果
あ
る
結
果
統
理
の
概
念
と
矛
盾

す
る
が
‘
穂
舎
の
議
決
を
経
て
管
長
松
一
寸
が
裁
判
す
る
形
式
を
用
ゐ
れ
ば
差
支
た
い
。
同
様
の
と
と
は
管
長
又
は
教
圏
統
理
者
が
寺
院
・

教
舎
を
監
督
す
る
場
合
に
も
考
へ
ら
れ
る
。

次
に
教
圏
所
属
の
宗
教
結
駐
を
認
む
る
を
得
る
か
否
は
問
題
で
あ
る
。
教
舎
に
は
教
圏
所
属
の
も
の
と
皐
立
教
舎
(
京
噛
一
議
篠
)
の
別

が
あ
る
が
‘
宗
教
結
社
は
自
由
に
組
織
す
る
を
得
ペ
く
教
圏
と
性
質
を
異
に
し
‘
法
律
の
規
定
で
は
そ
の
闘
聯
あ
る
場
合
を
橡
想
し
て

ゐ
た
い
。
け
れ

E
も
上
越
の
如
く
宗
教
結
社
に
は
宗
教
関
瞳
の
監
督
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
の
み
た
ら
ず
、
事
貫
上
教
国
と
↓
闇
た
る

も
の
を
形
式
上
調
立
た
る
も
の
と
し
て
取
扱
ふ
は
不
自
然
で
あ
り
、
更
に
教
圏
所
属
と
す
る
こ
と
は
政
府
の
監
督
に
便
利
で
あ
る
か
ら

政
府
は
教
圏
規
則
の
中
に
結
祉
の
規
定
を
設
く
る
こ
と
を
許
し
て
ゐ
る
@
そ
の
結
果
か
か
る
結
社
は
そ
の
結
社
規
則
の
他
教
圏
規
則
に

違
反
す
る
と
き
も
園
の
監
替
を
受
け
る
こ
と
に
た
る
が
、
と
れ
が
法
律
第
十
七
僚
の
準
用

(
K
J
に
含
ま
れ
る
や
否
は
疑
問
で
あ
る
。

ハ
5
〉
住
職
・
教
舎
主
管
者
・
共
の
代
務
者
及
び
教
師
の
費
格
・
名
構
及
び
任
免
其
の
他
の
進
退
封
に
僧
侶
に
闘
す
る
事
項
施
行

令
に
よ
れ
ば
住
職
・
教
合
主
管
者
・
教
師
の
任
免
そ
の
他
の
進
退
は
管
長
又
は
教
圏
統
理
者
が
教
規
・
宗
制
又
は
教
圏
規
則
の
定
む
る

所
に
よ
ヴ
て
行
ふ
も
の
と
す
る
(
ト
)
。
と
の
規
定
は
立
案
に
首
り
特
に
論
議
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

J
紳
誼
梯
教
側
は
管
長
の
完
全
た
る
任



発
樺
を
主
張
し
、
基
督
教
側
は
法
律
に
任
免
躍
の
規
定
た
く
殊
に
従
来
長
者
政
治
を
と
る
教
舎
は
合
議
機
関
に
よ
っ
て
教
師
の
任
職

(
。
邑
古
川
弘
山
O
H
H
)

を
決
定
し
て
来
た
の
で
数
圏
統
理
者
の
任
菟
櫨
を
否
定
せ
ん
と
し
、
遂
に
雨
者
を
折
中
し
て
統
理
者
に
よ
る
任
発
櫨

を
認
め
つ
ク
し
か
も
教
圏
規
則
を
以
て
そ
の
裁
量
を
制
限
し
得
る
も
の
と
定
め
た
の
で
あ
る
。
調
逸
の
公
法
人
た
る
教
祇
に
つ
い
て
は

そ
の
機
闘
の
職
制
・
任
用
費
格
に
つ
き
園
が
制
限
を
加
へ
殊
に
‘
任
命
櫨
又
は
任
命
の
担
否
樺
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
が
、
我
が
法
制
で

は
管
長
・
教
圏
統
理
者
・
住
職
及
び
教
曾
主
管
者
が
原
則
と
し
て
教
師
た
る
を
要
し
(
特
理
論
炉
、
管
長
・
教
圏
統
理
者
の
就
任
に
つ
き

文
部
大
臣
の
認
可
を
要
す
る
(
腕
四
)
外
に
は
格
別
の
監
督
が
た
い
。
蓋
じ
調
逸
の
三
大
教
慌
の
機
闘
に
は
行
政
属
及
び
官
吏
の
性
質
が

認
め
ら
れ
る
が
、
か
か
る
制
度
た
き
我
が
園
で
教
圏
の
自
治
権

2
0
5
2
Z
E肖尽
E
口
宮
お
口
町
内
〉
を
許
し
た
と
と
は
営
然
で
あ
る

(
Z
h
r
u蟻
掛
ト
)
。

し
て
抗
告
争
訟
を
提
起
し
得
る
も
の
と
規
定
す
る
を
妨
げ
た
い
。
任
命
は
官
公
吏
の
任
命
の
如
く
自
由
裁
量
の
行
詩
た
る
が
原
則
で
あ

従
A
J

て
第
一
に
教
舎
の
設
立
の
承
認
と
同
じ
く
と
の
任
菟
行
詩
を
議
決
機
関
の
議
決
を
以
て
麗
束
し
、

又
こ
れ
に
封

る
が
、
貴
族
院
議
員
の
勅
任
の
如
く
互
選
さ
れ
た
者
に
つ
き
行
は
れ
る
場
合
も
あ
る
詩
碑
…
)
。
第
二
に
其
の
他
の
進
退
と
し
て
注
意
す

べ
き
は
懲
戒

(
E
B
V
O
R
S
F
O
で
あ
る
。
教
師
の
懲
戒
は
信
徒
の
そ
れ
と
異
り
教
圏
統
理
者
が
行
ふ
こ
と
を
要
す
る
が
‘
そ
の
裁
量

も
亦
規
則
を
以
て
制
限
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
調
逸
の
上
綾
監
督
権
の
一
と
し
て
教
権
濫
用
の
訴
願

(
3
2
Z
5
与
ち
5
ロ
)
の
制

度
が
弘
明
記
教
闇
の
機
関
の
擢
カ
の
濫
用
に
よ
り
棲
利
を
傷
害
さ
れ
た
り
と
す
る
個
人
は
往
時
は
皇
帝
・
帝
国
裁
判
所
等
に
こ
れ
を
援

起
し
得
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
並
日
邦
で
は
前
世
紀
末
に
駿
止
し
た
だ
教
舎
主
管
者
の
罷
免
に
づ
き
主
務
大
臣
に
訴
願
を
提
起
し
得
る
も

の
と
た
う
た
が
.
そ
の
他
の
地
方
で
は
こ
の
制
度
を
認
め
)
更
に
違
法
叉
は
公
益
を
害
す
る
と
き
は
職
樺
を
以
て
教
構
濫
用
を
矯
正
す

る
こ
と
を
認
め
る
(
問
。
句
バ
寸
前
九
時
出
i
)
。
我
が
法
制
で
は
か
か
る
場
合
に
政
府
に
劃
す
る
訴
願
を
認
め
た
い
が
、
宗
教
圏
鰹
の
機
関
の

宗
教
統
制
法
の
意
義
及
び
限
界

(
田
上
)

一O
五
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二

O
六

職
に
あ
る
者
が
法
令
又
は
教
圏
規
則
等
に
違
反
し
そ
の
他
公
益
を
害
す
べ
き
行
錯
を
た
し
た
る
と
き
、
政
府
は
そ
の
行
震
の
取
消
停
止

若
く
は
禁
止
の
外
.
行
策
者
の
改
任
を
命
ず
る
を
得
べ
く
、
一
般
の
教
師
に
劃
し
て
は
業
務
を
停
止
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
(
峨
吐
、

監
督
樺
の
範
閣
は
頗
る
康
い
の
で
あ
る
。

住
職
又
は
敬
曾
主
管
者
は
寺
院
又
は
教
舎
を
主
管
し
こ
れ
を
代
表
す
る
が
(
鰍
七
)
、
と
の
主
管
の
語
も
政
府
は
統
理
と
同
様
に
解
し
て

ゐ
る
(
側
中
即
時
…
ロ
一
)
。
従
っ
て
教
舎
綿
舎
(
円
。
目
的
目
的
伊
丹
山

O
E
H
8
2江
口
問
〉
又
は
そ
の
代
議
機
閥
〈
出
2
回
目
。
る
に
よ
り
数
舎
の
最
高
意
思
を

決
定
す
る
長
老
政
治
は
修
正
を
蒙
む
る
が
、
非
法
人
数
舎
を
法
人
数
舎
と
し
教
曾
規
則
を
費
更
し
或
は
信
徒
を
懲
戒
す
る
が
如
き
教
舎

檀
徒
・
教
徒
又
は
信
徒
に
闘
す
る
事
項

(
腕
八
)
。
歌
合
規
則
の
費
更
、
非
法
人
数
舎
を
法
人
と
す
る
こ
と
‘
法
人
数
舎
が
不
動
産
を
慮
分
し
叉
は
揖
保
に
供
す
る
と
き
等
に
つ
い

主
管
者
の
楼
能
は
議
決
機
関
の
議
決
を
経
べ
き
も
の
と
す
る
を
妨
げ
た
い
。

寺
院
又
は
教
舎
毎
に
檀
徒
そ
の
他
の
網
代
三
人
以
上
を
置
か
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ

(

6

)

 

て
こ
の
線
代
の
同
意
を
要
す
る
が
.
(
4
m
鰍
)
、
穂
代
は
合
議
制
で
た
い
か
ら
全
員
一
設
を
要
す
る
。
従
っ
て
代
議
機
闘
を
も
っ
教
舎
で
は

そ
の
議
員
を
以
て
信
徒
総
代
と
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
‘
法
律
が
特
に
締
代
の
同
意
を
要
す
る
も
の
と
規
定
す
る
場
合
に
は
多
数

決
で
は
不
充
分
と
な
る
。

所
属
歌
合
又
は
寺
院
に
謝
す
る
賦
課
.
議
算
、
決
算
等
は
法
人
格
た
き
教
沃
・

宗
祇
・
教
圏
に
於
い
て
も
規
定
を
要
す
る
が
、
法
人
格
た
き
宗
教
圏
躍
は
財
産
楼
の
主
煙
た
る
を
得
ず
、
財
産
に
闘
す
る
新
法
の
規
定

〈

7
)

財
産
管
理
そ
の
他
の
財
務
に
闘
す
る
事
項

も
亦
法
人
格
あ
る
寺
院
・
教
舎
に
の
み
適
用
さ
れ
る
(
侃
鰍
一
)
。
然
る
に
宗
教
圏
躍
に
於
い
て
公
衆
一
理
拝
の
用
に
供
す
る
建
物
又
は
そ
の

敷
地
に
し
て
特
別
の
登
記
を
経
た
る
も
の
は
原
則
と
し
て
差
押
ふ
る
を
得
ず
(
4
K
)
、
教
舎
の
構
内
地
に
は
一
般
に
地
租
を
免
除
し
.
更



に
宗
教
圏
瞳
に
は
所
得
税
を
課
せ
ざ
る
旨
の
規
定
(
議
院
)
が
あ
石
。
と
れ
等
の
規
定
は
法
人
に
非
ぎ
る
宗
教
圏
櫨
を
除
外
す
る
文
字
た

く
、
又
法
人
に
非
ざ
る
場
合
に
も
所
有
名
義
は
格
別
と
し
て
事
責
上
宗
教
圏
障
の
使
用
す
る
土
地
建
物
そ
の
他
に
タ
き
右
の
規
定
の
適

用
を
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
ク
て
例
へ
ば
非
法
人
数
舎
の
構
内
地
が
有
料
借
地
に
非
ざ
る
と
き
は
(
僻
広
昨
)
、
そ
の
所
有
者
と
し
て

不
完
全
た
る
法
人
格
を
認
む
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
家
屋
税
法
(
昨
)
地
方
税
法
(
ト
一
一
)
登
録
税
法
(
ト
都
保
)
(
謀
蝿
僻
)
昭
和
十
五
年
勅
令
第

四
百
六
十
班
長
峨
調
唯
一
除
法
制
)
は
何
れ
も
教
舎
の
構
内
地
又
は
敦
舎
の
用
に
供
す
る
建
物
そ
の
他
に
つ
き
課
税
せ
ざ
る
旨
を
定
め
、

所
得
税
法
施
行
規
則
(
ト
)
は
法
人
た
る
宗
教
園
間
に
限
り
所
得
税
を
課
せ
ず
、
公
衆
謹
拝
用
建
物
及
敷
地
登
記
令
(
ト
)
は
法
人
た
る
宗

教
圏
睡
の
所
有
す
る
建
物
又
は
そ
の
敷
地
に
つ
い
て
の
み
宗
教
闇
憧
法
第
二
十
一
僚
に
よ
る
登
記
を
な
す
こ
と
を
規
定
す
る
。
右
の
法

令
の
中
勅
令
は
新
法
の
委
任
に
よ
る
も
の
で
.
若
し
法
律
の
規
定
が
非
法
人
の
宗
教
圏
瞳
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
委
任
命

令
を
以
て
三
れ
を
法
人
た
る
場
合
に
限
定
す
る
と
と
は
違
法
で
あ
り
‘
こ
の
霜
で
殊
に
最
後
の
勅
令
は
考
慮
の
払
跡
地
が
あ
る
。

(
註
一
)
濁
逸
で
は
一
五
五
五
年
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
宗
教
倹
約
以
後
帝
園
内
D
誇
侯
は
自
己
の
奉
ず
る
宗
教
閤
鶴
の
み
を
許
し
他
の
数
減
の
者
を
領

土
外
に
移
住
せ
し
む
る
権
利
ナ
な
は
ち
宗
教
関
鰹
排
斥
様
(
知
名

2
ぴ

hEoロ
)
を
有
し
た
が
、
第
十
八
世
記
プ
ロ
イ
セ
シ
が

K
F
円
河
口
口
・
忽

H
l
a
に
於
い
て
領
土
内
の
住
民
各
個
人
に
信
教
の
自
由
を
認
め
て
以
来
宗
教
認
容
主
義
(
寸
色
白
話
口
む
が
行
は
れ
た
。
け
れ
ど
も
一
八
四
八
年

ま
で
は
宗
教
圏
髄
の
設
立
に
認
可
を
要
ナ
る
も
の
と
さ
れ
た
(
民

3
0
7
k
pロ
田
口
宮
山

F
担・

P
・
O-
∞
一
喝
志
向
・
)
。

(
註
二
)

と
の
制
度
は
第
十
五
世
紀
係
閣
裁
剣
所
に
於
い
て
愛
達
し
た
P
H
U
M
M
O
H
B
B
g
o
q
F
Z
由
に
由
来
ナ
る
(
閃
白
H
H
F
但

-P・

O-
∞
-
M
吋
印
)
。

宗
教
圏
躍
に
劃
す
る
上
綾
監
替
擢
は
園
の
保
護
櫨
ハ
∞
口
町
口
付
N
円

2
宮
"
宮
叫
包
J12王
宮
巾
〉
と
結
合
す
る
。
宗
教
圏
瞳
の
保
護
に
は
上

越
の
如
く
差
押
禁
止
及
び
課
税
除
外
の
規
定
の
外
、
設
立
認
可
の
取
泊
底
分
に
謝
す
る
行
政
訴
訟
並
び
に
一
般
の
矯
正
的
監
督
権
の
殻

宗
数
統
制
法
の
窓
義
及
び
限
界

(
向
上
)

ご

O
七



第
五
弦

動
に
封
す
る
訴
願
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
こ
れ
で
あ
る
(
説
咽
鰍
)
。
更
に
新
法
に
基
づ
き
認
可
を
受
け
て
容
易
に
法
人
た
り
得
る
こ
と
も

東
京
商
科
大
島
研
究
年
報

法
奉
研
究

三

O
八

宗
教
圏
躍
の
保
護
に
他
た
ら
た
い
(
だ
麟
)
。
新
法
の
貫
施
前
は
財
産
管
理
の
規
定
が
不
備
の
魚
屡
争
を
生
じ
た
の
み
た
ら
ず
、
寺
院
明
細

帳
よ
り
の
削
除
或
仕
舎
堂
設
立
許
可
の
取
泊
の
如
き
地
方
長
官
白
底
分
に
封
し
出
訴
の
途
た
く
、
叉
寺
院
は
法
人
た
る
に
拘
は
ら
ず
民

法
の
法
人
に
闘
す
る
規
定
の
遁
用
た
き
詩
(
棋
譜
…
叫
ん
附
)
そ
の
枇
合
事
業
は
概
ね
住
職
の
個
人
名
義
に
よ
る
他
は
た
か
ク
た
。
新
法
に
よ
る

所
謂
宗
教
法
人
が
公
法
人
た
り
や
私
法
人
た
り
や
に
つ
き
政
府
は
特
殊
θ
法
人
と
し
て
設
明
を
避
け
て
ゐ
る
。
国
よ
り
民
法
を
と
れ
に

準
用
す
べ
き
場
合
仕
法
律
に
明
示
さ
れ
る
け
れ
ど
も
長
五
)
、
自
治
樺
に
基
づ
く
数
圏
の
管
理
が
公
法
的
た
り
や
私
法
的
た
り
や
の
問
題

は
別
に
解
決
し
た
け
れ
ば
た
ら
ぬ

Q

後
述
す
る
如
く
私
は
こ
れ
を
私
法
人
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
れ
に
関
聯
し
て
政
府
が
宗
教

圏
穂
の
規
則
の
貴
施
を
保
障
す
る
と
を
は

atr)
一
種
の
保
護
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

四

次
に
新
法
の
規
定
す
る
宗
教
統
制
の
原
理
が
、
宗
教
の
本
質
に
則
し
た
る
法
に
あ
り
や
‘
或
は
園
家
に
よ
る
宗
教
圏
憧
の
計
霊
指
導

に
あ
り
や
を
検
討
し
よ
う
。
後
の
黙
は
規
定
の
字
句
の
上
で
は
明
瞭
を
扶
く
が
、
次
の
場
合
が
問
題
と
な
る
。

第
一
に
宗
教
圏
躍
が
管
長
・
教
圏
統
理
者
・
教
舎
主
管
者
等
の
濁
裁
機
闘
に
よ
り
責
任
の
所
在
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
政
府
の
指
揮

監
督
を
容
易
た
ら
し
む
る
も
の
で
、
管
長
・
教
圏
統
理
者
に
劃
す
る
監
督
は
そ
の
認
可
の
取
消
を
以
て
、
又
そ
の
他
の
機
関
の
職
に
あ

る
者
及
び
教
師
に
劃
す
る
監
督
は
こ
れ
等
の
者
に
闘
す
る
管
長
又
は
続
理
者
の
任
免
懲
戒
櫨
を
以
て
‘
間
接
に
強
行
す
る
と
と
が
出
来

る
。
園
家
が
積
極
的
に
宗
教
圏
躍
を
統
制
ぜ
ん
と
す
る
と
き
‘
と
れ
に
相
膝
し
き
組
織
を
前
提
と
す
べ
き
は
嘗
然
で
、
恰
も
経
商
法
が



園
家
的
に
組
織
さ
れ
た

(
m
g
p邑
ロ
ゲ

O
叶
窓
口
片
山
内

2
C
経
携
の
法
と
い
は
れ
.

義
又
は
特
許
主
義
に
麓
じ
、
更
に
園
策
舎
祉
の
設
立
を
多
く
見
る
に
至
づ
た
の
と
趣
を
同
じ
く
す
る
。

殊
に
舎
一
昨
設
立
に
闘
す
る
準
則
主
義
が
失
第
に
許
可
主

第
二
は
宗
教
圏
瞳
の
設
立
又
は
そ
の
規
則
に
闘
す
る
認
可
で
あ
る
。
国
よ
り
新
法
の
精
神
が
宗
教
圏
鵠
の
健
全
な
る
費
達
と
敦
化
機

能
の
増
進
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
と
の
目
的
を
離
れ
て
は
認
可
の
担
否
が
違
法
と
な
る
が
、
新
法
理
由
香
の
一
不
す
園
民
精
神
の
作
興
は
単

に
枇
舎
目
的
の
範
固
に
止
ま
ら
ず
園
家
目
的
の
見
地
か
ら
も
論
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
結
果
政
府
は
認
可
に
営
っ
て
規
則
に
記
載

す
べ
き
教
義
の
大
要
に
闘
し
国
家
主
義
的
色
彩
を
強
調
し
、
個
人
主
義
乃
至
は
世
界
主
義
の
主
張
を
抑
制
す
る
傾
向
が
あ
る
。
又
教
義

の
他
.
規
則
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
も
上
越
の
如
き
各
教
圏
の
特
殊
性
を
認
め
ず
‘
劃
一
的
に
指
導
者
原
理
の
如
き
要
求
を
以
て
饗
更

を
命
ず
る
可
能
性
が
あ
る
。
就
中
屡
停
へ
ら
れ
る
如
き
皐
立
数
舎
を
た
る
べ
く
認
可
せ
ざ
る
方
針
.
二
定
数
以
上
の
所
属
歌
曾
あ
る
こ

と
を
以
て
数
圏
設
立
の
要
件
と
す
る
こ
と
‘
或
は
現
存
す
る
宗
教
的
結
祉
の
統
合
を
以
て
教
圏
設
立
の
保
件
た
ら
し
む
る
こ
と
等
は
何

れ
も
宗
教
圏
瞳
に
封
す
る
政
治
の
優
位
を
意
味
す
る
も
の
で
、
法
律
の
規
定
に
直
接
の
根
擦
は
な
い
が
、
認
可
が
自
由
裁
量
の
行
持
た

る
と
と
か
ら
結
果
す
る
統
制
で
あ
る
。

第
三
は
宗
教
圏
轄
の
規
則
の
貫
施
を
政
府
が
捨
保
す
る
と
と
に
よ
り
)
と
れ
に
、
公
法
的
性
質
を
付
興
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

恰
も
経
漕
統
制
に
於
け
る
統
制
協
定
が
そ
の
違
反
に
封
し
て
罰
則
を
設
く
る
こ
と
に
よ
り
私
法
的
義
務
と
同
時
に
公
法
的
義
務
の
性
質

を
も
つ
の
と
似
て
ゐ
る
。

一
般
に
統
制
法
規
の
遁
用
に
首
り
公
法
と
私
法
の
区
別
が
問
題
と
た
り
、
宗
教
法
人
が
公
法
人
た
り
や
私
法

人
た
り
や
も
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
宗
教
統
制
の
目
的
が
所
謂
一
位
舎
目
的
と
圏
家
目
的
の
両
者
に
跨
が
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
園
家
目
的

が
祉
合
目
的
従
っ
て
各
宗
教
圏
岨
臨
調
自
の
利
益
と
判
然
た
る
匡
別
た
き
と
と
を
意
味
す
る
か
ら
‘
そ
れ
は
宗
教
圏
瞳
が
園
家
的
協
同
鯉

宗
歓
統
制
法
の
意
義
及
び
限
界

(
図
上
U

一O
九
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第
五
競

三
一

O

の
中
に
包
揖
さ
れ
る
と
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
‘
と
こ
で
は
公
法
と
私
法
の
匿
別
は
貫
定
法
の
遁
用
に
一
於
け
る
技
術
的
必
要
に
基
づ

く
に
過
ぎ
た
い

(
4
舵嗣幹雄一側一訪日間一瞬)。

し
か
し
た
が
ら
宗
教
の
統
制
が
結
構
の
統
制
と
同
様
に
園
家
の
指
導
計
重
の
下
に
立
っ
と
と
は
、
甚
だ
疑
は
じ
い
。
経
梼
統
制
法
規

が
そ
の
量
及
び
質
に
於
い
て
念
激
に
護
展
す
る
に
反
し
て
、
宗
教
統
制
法
は
今
日
宗
教
圏
盟
法
の
み
で
あ
り
、
而
し
て
そ
れ
は
偶
然
で

は
な
い
。

経
梼
と
法
は
近
世
の
経
隣
的
自
由
の
下
に
費
本
主
義
的
経
商
社
舎
が
護
展
し
た
後
は
不
可
分
の
闘
係
に
あ
り
、
新
カ
ン
ト
拳
沃
の
如

く
唯
物
史
観
を
担
否
す
る
立
場
に
於
い
て
も
法
と
蛭
捕
に
形
式
と
内
容
の
関
係
を
認
め
、
ド
ニ
ス
ト
リ
ヤ
ン
ス
キ
ー
の
如
く
粧
梼
旺
曾

に
固
有
た
る
経
棟
の
計
蓋
性
を
認
め
る
場
A
P
に
も
法
と
経
時
の
闘
聯
を
否
定
す
る
の
で
は
た
い
。
然
る
に
宗
教
圏
懐
の
教
義
並
び
に
そ

の
基
本
的
組
織
は
超
自
然
的
楼
威
に
由
来
し
、
人
語
法
制
よ
り
扇
別
さ
れ
る
。
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
(
刊
誌
町
長
-
号
沿
日
刊
誌
寸
断
山
富
岡
OF)

及
び
ゾ
l

ム
(
吋

rhHrkJd-時
自
白
g)
の
指
摘
す
る
如
く
敦
舎
は
愛
と
信
仰
に
基
礎
を
も
ち
、
法
的
形
式
化
或
は
法
的
強
制
と
は
相

容
れ
た
い
。
た
だ
ト
ル
ス
ト
々
の
如
く
宗
教
と
法
の
封
立
を
強
調
し
.
数
合
及
び
世
界
の
基
礎
な
る
紳
の
命
令
が
あ
ら
ゆ
る
法
的
規
律

よ
り
の
解
放
‘
す
た
は
ち
愛
の
無
政
府
的
協
同
盟
に
向
け
ら
れ
る
も
の
と
す
る
の
は
(
一
一
A
・
汗
沖

dy)
誤
で
‘
宗
教
は
法
を
否
定
す
る

も
の
で
は
た
い
が
J

雨
者
の
関
係
は
吟
味
を
要
す
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
舎
に
於
い
て
は
見
え
ざ
る
教
舎
念
。
己
2
2
E
i怠
)
巴
む
と
見
ゆ
る
教
舎
な
の
色
町
田
宮
三
抗
日
目
)
巴
白
〉
、
或
は
宗
教
的

意
義
の
教
舎
(
の
巾
片
山
汁
村
山
吋
岳
叩
)
と
法
律
的
意
義
の
教
舎
(
同
2
v
g
E
H
Oげ
巾
〉
は
相
一
致
し
‘
教
舎
の
教
と
法
は
目
的
と
手
段
の
闘
係
に

あ
り
と
し
て
も
共
に
人
類
に
封
し
て
絶
封
の
拘
束
力
を
も
づ
。
更
に
園
家
及
び
そ
の
法
も
教
舎
誌
と
同
じ
く
本
来
神
に
由
来
す
べ
く
.
島



日
付
戸
丘
町

E
B〉

そ
の
間
に
矛
盾
は
た
い
(
阿
片
山
山

A
d一
吋
巴
。
け
れ
ど
も
園
家
と
教
舎
の
閥
係
は
後
者
が
常
に
優
位
を
保
つ
教
舎
国
家
主
義
(
百
円
岳

3
・

を
と
る
も
の
で
.
そ
れ
は
調
逸
の
歴
史
に
徴
す
る
と
と
が
出
来
る
。
第
十
五
世
紀
以
来
各
邦
は
過
度
に
蹟
張
さ
れ
た
数

舎
の
裁
判
櫨
を
制
限
し
、
教
皇
の
命
令
の
公
布
に
園
の
同
意
を
要
す
と
し
た
が
、

一
八
四

O
年
以
後
普
邦
で
教
舎
に
活
動
の
自
由
が
認

め
ら
れ
五

O
年
の
普
邦
憲
法
も
殆
ん
ど
教
舎
に
謝
す
る
上
級
監
督
樺
を
泊
誠
せ
し
む
る
に
至
ク
た
。
そ
の
後
普
邦
で
は
一
八
七
三
年
よ

り
七
六
年
に
至
る
聞
に
多
数
の
法
律
を
護
布
し
て
宗
教
高
櫨
の
同
復
を
企
て
た
が
‘
教
舎
と
の
抗
争
(
丙
己
宮
島
P
5
1〉
の
結
果
一
八

八
O
年
よ
り
八
七
年
に
至
る
聞
に
右
の
法
律
を
概
ね
慶
止
し
た
(
M
J
J

判
。
門
叶
l
d
b
叩幅一)。

帝
政
よ
り
共
和
政
に
た
っ
た
後
も
カ
ト
リ
ッ
ク

教
舎
は
公
法
人
(
閃
ん
い

G
m
g岳
民
け
白

2
2
h
o
E
-
W
H
H
B
H
W
O口
宮
四
国
)
と
し
て
園
家
よ
り
康
範
園
の
公
樺
カ
が
付
興
せ
ら
れ
.
従
っ
て

そ
の
反
面
こ
れ
に
相
営
す
る
会
2
8
]丘
三
特
別
監
督
に
服
す
べ
き
こ
と
は
憲
法
率
上
の
通
説
(
問
時
J
r
b
J
1
M
J
J
o
~ら
初
日
一

匙
汚
渇
.5)
た
る
に
拘
は
ら
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
学
設
は
こ
の
上
級
監
督
権
に
反
封
の
も
の
が
あ
る
(
鍔
M
J
M
d
4
V
}宮
J
。

幅
一
音
教
舎
に
閲
し
て
ル
1
テ
ル
に
よ
れ
ば
、
法
が
法
教
舎
と
し
て
霊
の
教
舎
の
留
保
領
域
を
侵
す
場
合
に
の
み
紳
に
反
す
る
に
止
ま

り
.
上
た
る
構
成
の
み
た
ら
ず
一
般
人
民
も
地
上
の
生
活
に
於
い
て
法
を
守
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
教
曾
法
も
一
種
の
園
家
法
に
他
た

ら
ず
、
基
督
教
闘
の
君
主
は
敦
舎
の
首
長
と
し
て
こ
れ
が
震
に
擢
カ
を
行
使
し
‘
閤
家
の
中
で
教
舎
を
組
識
し
統
治
す
べ
き
義
務
が
あ

る
。
但
し
園
家
の
基
督
教
的
色
彩
が
稀
薄
に
た
る
に
従
ひ
数
舎
は
園
家
よ
り
調
立
す
べ
く
、
そ
の
結
果
は
ワ
イ
マ
ル
憲
法
の
示
す
如
き

園
教

2
S
E井
町
ロ
宮
)
の
否
定
と
な
り
(
十
一
一
一
号
、
一
幅
音
教
舎
は
そ
の
本
質
に
相
態
し
き
法
形
式
を
も
の
ノ
こ
と
と
た
る
(
刊
向
山
一
切
は
d
句同一)。

教
舎
上
の
事
項
が
園
家
の
職
能
と
さ
れ
る
園
家
教
舎
主
義

2
2丘
島
町
口

F
E
E
B
)
も
亦
調
逸
の
幅
音
教
舎
の
歴
史
に
明
か
で
あ
る
。

ナ
た
は
ち
幅
一
音
教
舎
は
各
閣
の
君
主
(
恥
酔
副
長
一
位
)
が
そ
の
首
長
で
あ
づ
た
詩
に
宗
教
高
樺
を
考
へ
る
齢
地
た
く
、
前
世
紀
に
入
り
君
主

宗
教
統
制
法
の
窓
義
及
び
限
界

(
向
上
)



東
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の
輔
弼
機
関
に
別
を
生
じ
教
舎
に
闘
す
る
教
擢

C
5
5丘
四
国
官
民

S
B
吉
田
P
2
p
)

の
行
使
は
教
部
大
臣
の
副
署
と
責
任
を
以
て
す

る
に
至
。
た
後
も
、
法
律
を
以
て
上
級
監
督
権
の
内
容
を
規
定
す
る
要
た
く
、
君
主
に
非
ざ
る
教
舎
の
機
関
の
行
潟
、
に
つ
い
て
の
み
カ

ト
リ
ッ
ク
教
舎
に
劃
す
る
と
概
ね
同
様
の
監
督
を
加
へ
た
(
同
州
⑦
吋
咋
山
田
町
“
一
町
一
)
。
と
の
制
度
は
革
命
後
も
、
暫
く
は
維
持
さ
れ
.
例
へ
ば

普
邦
で
は
政
府
の
定
む
る
幅
音
源
の
大
臣
三
人
を
じ
て
数
櫨
を
行
使
せ
し
め
た
(
ト
↓
出
品
主
)
。
然
る
に
ワ
イ
マ
ル
憲
法
仁
よ
り
君
主
が

教
舎
の
首
長
た
る
制
度

S
E
H
2
4
u
g宮
乙

叉

教

舎

内

部

の

事

項

に

園

家

が

干

渉

し

殊

に

教

舎

の

機

関

を

任

命

す
る
と
と
が
否
定
さ
れ
た
(
州
内
俳
誌
-F
吋
吋
)
。
と
れ
に
従
び
一
九
二

O
年
普
邦
憲
法
は
従
来
の
君
主
の
教
樺
を
教
舎
の
機
闘
に
移
譲
し
た

は
慶
止
せ
ら
れ
、

(肌一一)。右
の
如
く
濁
逸
に
於
い
て
は
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
減
・
騒
音
祇
(
ル
I
テ
ル
祇
及
び
カ
ル
ヴ
ィ
ン
波
)
仕
公
法
人
と
し
て
特
別
の
保

護
を
興
へ
ら
れ
る
。
す
た
は
ち
立
法
櫨
・
課
税
権
・
懲
戒
擢
そ
の
他
の
特
植
を
有
し
‘
そ
の
賦
課
は
行
政
上
の
強
制
徴
牧
に
よ
る
を
得

ベ
く
、
内
部
の
組
蔽
及
び
所
属
員
に
謝
す
る
関
係
の
規
定
は
す
べ
て
公
法
的
性
質
を
興
へ
ら
れ
.
更
に
往
時
は
そ
の
機
関
に
官
吏
・
行

政
騒
の
地
位
が
認
め
ら
れ
た
(
協
同

pbHM51同
日
諮
問
呼
NSE--)
。
然
る
に
我
が
新
法
の
宗
教
法
人
は
上
越
の
如
く
僅
か
に
粧
梼
的

保
護
を
輿
へ
ら
れ
る
に
止
ま
り
、
従
A
J

て
濁
逸
に
一
於
い
て
私
法
上
の
財
産
櫨
の
主
髄
た
る
費
格
あ
る
宗
教
圏
躍
に
相
嘗
す
る
の
で
、
あ
る
。

更
に
調
逸
に
於
い
て
公
法
人
た
る
宗
教
圏
髄
に
加
へ
ら
れ
る
監
督
樺
の
性
質
を
考
へ
る
に
.
そ
れ
が
主
と
し
て
教
舎
外
の
秩
序
に
閥

係
あ
る
事
項
す
た
は
ち
致
合
事
項
の
外
廓
に
つ
い
て
の
み
護
動
す
る
も
の
な
る
こ
と
は
、
歌
合
高
擢
(
吉
田
宮
丘

g
g
t
g
H臥
の
町

B

E
O
H
P
)

の
諾
に
見
る
も
明
か
で
あ
る
。
例
へ
ば
宗
教
行
震
の
監
督
は
そ
れ
が
園
家
及
び
祉
舎
と
外
面
的
閥
聯
あ
る
場
合
に
限
る
べ
く
、

園
の
裁
判
監
督
は
良
心
の
範
固
に
於
け
る
教
舎
の
裁
判
権
を
侵
す
こ
と
を
得
ず
、
更
に
規
則
の
認
可
は
教
舎
法
が
民
事
或
は
行
政
官
苧
件



に
干
興
す
る
を
防
ぐ
震
な
る
が
如
し
(
認
計
百
昨
季
出

JdH?と
。
上
越
の
如
き
カ
ト
リ
7

ク
訴
と
普
邦
政
府
と
の
抗
争
及
び
踊
昔

抵
の
法
律
観
に
徴
す
る
も
と
の
と
と
は
疑
を
容
れ
た
い
。
我
が
新
法
に
於
い
て
も
.
例
へ
ば
教
義
の
大
要
は
法
律
上
は
規
則
に
記
載
せ

ら
れ
主
務
大
臣
の
認
可
あ
る
に
よ
っ
て
技
力
を
生
ず
る
が
、
宗
教
上
は
認
可
を
受
く
る
と
否
と
を
問
は
ず
又
認
可
さ
れ
た
る
も
の
と
内

容
を
異
に
す
る
も
そ
の
樺
威
を
失
は
た
い
。
教
師
或
は
信
徒
の
資
格
も
法
律
上
は
教
圏
統
理
者
の
任
命
或
は
教
舎
宝
管
者
の
付
輿
に
よ

る
が
、
宗
教
上
の
意
味
を
も
っ
任
職
或
は
洗
曜
は
必
ず
し
も
こ
れ
を
関
聯
が
な
い
。
懲
戒
に
至
。
て
は
そ
れ
が
宗
教
圏
瞳
内
に
於
い
て

行
は
れ
る
場
合
に
も
幅
一
耳
目
沃
で
は
首
然
に
紳
と
人
と
の
閥
係
を
盤
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
に
宗
教
統
制
の
限
界
が
あ
る
。

要
す
る
に
宗
教
圏
瞳
法
は
車
に
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
取
締
法
規
た
る
に
止
ま
ら
ず
.
積
極
的
に
宗
教
圏
惜
を
保
護
し
そ
の
護
達

を
助
長
す
る
魚
に
統
制
を
加
へ
る
も
の
で
あ
る
が
、
宗
教
圏
鰻
の
内
部
に
干
渉
し
園
家
の
計
霊
指
導
に
服
せ
し
む
る
も
の
で
は
た
い
。

最
後
の
意
義
の
統
制
は
法
律
に
根
擦
な
き
の
み
た
ら
ず
も
宗
教
と
法
の
本
質
的
た
差
異
か
ら
生
ず
る
論
理
的
蹄
結
で
あ
る
。

附
言己

本
籍
は
都
合
に
よ
り
本
年
一
月
に
至
り
最
初
の
毅
定
を
抱
棄
し
念
遜
執
筆
し
た
も
の
で
、
そ
の
後
も
修
練
組
織
に
関
し
て
多
忙
で
あ
ワ
た
銭
、

年
報
に
相
悠
し
か
ら
ぬ
短
篇
と
な
っ
た
。
と
の
齢
制
は
特
に
御
寛
恕
を
請
は
ね
ば
な
ら
向
。

ハ
昭
和
十
六
年
二
月
十
一
日
)

一
万
数
統
制
法
の
意
義
及
び
限
界

(
図
上
〉
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